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日本統計研究所報の発刊について

多克己喜

日本統計研究所が設立されたのは昭和２１年６月である。創設以来，

本研究所の活動の重点は日本の統計制度の改善にかんする研究におか

れてきた。これらの経過については「日本統計制度再建史』（日本統

計研究所）に詳しく述べられている。

日本の統計制度改善にかんする研究とともに各分野にわたるわが国

の統計調査の発達を跡づける研究にも多くの労力がふりむけられた。

これらは『日本統計発達史」（日本統計研究所編）としてとりまとめ

られ出版されている。

ところが最近数年間は研究員の移動，転出があいつぎ研究所活動は

事実上，沈滞を余,儀なくされるという状態が続いていた。

しかし，この間において，昭和４７年４月以降，日本統計研究所は，

その管理運営において，法政大学の教職員および院生，学生に対して，

その所蔵する統計資料の利用上の便宜を計ることを通して大学の教育

研究の目的に沿うよう配意することになった。

したがって所蔵資料の文献目録の作成が急務となり，ここ１－２年

は散在していた資料の蕊耶と分類の作業に追われた。しかし漸く昭和

４９年１０月には所蔵資料の文献目録も完成し刊行のはこびとなった。
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同時に，法政大学との密接な関係のもとに学部教員の研究所員兼務

などの態勢もつくられ，漸く，統計ならびに統計制度にかんする研究

を中心として研究所の活動を再開する段どりにこぎつけることができ

た。

そして今回，研究所の活動報告として研究所報を創刊することにな

ったのである。

ところで，日本統計研究所の研究課題の重点の一つを，わが国の統

計制度をめぐる今Ｅｌの諸問題の再検討というところに置くことになっ

たのは，戦後急速に再編された｢1本の統計制度が，近来，社会環境の

著しい変化のなかで各種の矛盾を内包，成熟せしめてきているからで

あり，また，かって統計制度の改革に大きな役割を果した日本統計研

究所の研究活動の再開にさいして，これがもっともふさわしい重要課

題の一つでもあると思われるからである。

こんご研究所報には研究員による統計と統計制度にかんする研究報

告を収録してゆくことになるが，それのみにとどまらず，広く統計研

究者と中央，地方の現場の統計家との交流の場ともなるようなものに

そだててゆきたいと思っている。

Ｉ
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(研究員法政大学経済学部教授）
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わが国-の統計制度をめぐる諸問題

伊藤陽

本稿は，日本統計研究所が主要な研究課題の一つとしているわが国の統計制度に関して，検討

すぺき諸問題を具体的に指摘し，次いでその問題の発生経過／検討ないし対策の経過等について

今後の検討にむけての若干の私見をふくめて解説することを目的とする。

統計機関（讃査実施及び調整の），統計法規，統計資料体系をふくむ統計制度は，わが国にお

いては第二次大戦中に破滅に殆したが，戦後１９４６年から４７年にかけての短期間に再建され

その方向が定められた。これがいわゆる「戦後日本の統計制度の再建」であり，日本統計研究所

も，再建の方向を検討する主要な舞台となったのである。戦後の統計制度の改革・再建は，１９５２

年の「統計報告調整法」の成立と，同じ年の行政管理庁の発足に伴なう一定の組織改編を以て一

段落し，この体制の下に，今日までわが国の統計活動が遂行されてきた。しかし現在この統計制

度は多くの矛盾，改善すべき多くの点をかかえている。

以下，Ｉにおいて,現在のわが国の統計制度を再検討するととの必要性を示すいくつかの動向を

紹介し，これに基いて検討すべき諸点を列挙する。次いでＨにおいて，各問題についてその発生

経過等を順次コメントする。

』

□

Ｉ

１９７０年代に入って，統計の「転換期」ということがしばしば語られるようになった。こ

れは政府統計に対して，より詳細な統計，さらに新たな統計を求める，いわゆる統計需要が増

大し，さらに政府統計活動の中で電子計算機が大きく利用されながら，統計制度全体がこの統

計需要とコンピューター利用に応える形になっていないこと，そしてこの事態が転換される必

要があることをさしているようである。そこで，どういった点に解決すべき問題があるのかを

示すために，統計の在り方の再検討を迫るものと考えられる，歳近の統計をめぐるいくつかの

動向を紹介することからはじめよう。

１１９７５年国勢調査実施とプライバシー問題。１９７５年国勢調査をめぐっては，７５年
一､｡，ザ｡･０９b'７＄Ｏｂ

ｌｏ月１日前後Iこ，新聞・テレビ等でプライバシー問題が大きな話題となったのは周知のと

うりである。それは，一つには調査員が近所の顔見知りであって，とくに年令，職業，従業

凸

－３－



上の地位，勤務先などプライベートな点を知られたくないということであり，この間，厳封

郵送方式はとれないのかということも問題となった。ここには，国勢調査の調査項目の妥当

性，調査員選定，調査票回収方式への疑問と，何のための誹査か，国民にとって真に必要な

ものか否かとの疑問がはらまれていたといえる。だがこの国勢調査に対しては，国勢調査の

実態にさらに立ち入って検討した人々からも批判が出された。それは今回はじめて採用され

た被調査者自らのマーク・シート方式→個票内容のコンピューター→磁気デスク打ち込み，

にもとづく集計方式に関して，それが，いわゆる「国民総背番号制」に結びつく危険がある

とする見地からの疑問．批判であった。現在，「国の場合は，社会保険，自動車検査登録，

郵便貯金，簡易保険等２７業務，特殊法人の場合は各種の融資業務，共済組合関係掛金徴収

・給付．融資業務，料金徴収業務等３４業務である。また地方公共団体の場合は団体により

広狭の差はあるが都道府県では自動車税等税務，民生・衛生等，市町村では住民税等税務，

国民健康保険，水道料金等の業務を中心として既に全都道府県及び２０８８市区町村が電子

計算機を利用して何らかの行政情報処理を行なっている」（行政監理委員会「中間報告」７５

年４月）。これを具体的にみれば，警察庁が犯罪，逮捕者，運転免許，銃砲登録，狩猟免許

者など約３０００万人，社会保険庁が厚生年金，国民年金，船員保険等対象者５０００万人

労働省では失業保険の対象３６００万人の情報をそれぞれファイルしているとされ，地方自

治体では住民基本台帳の諸項目（住所，氏名，生年月日，性別，世帯主，戸籍，住民となっ

た年月日，変更，選挙人名，国民健保，国民年金，児童手当，米穀類の消費）のファイルも

開始されている。一方民間では金融機関の他病院等でも，個人の情報をファイルするケース

が出てきている。これらの動きの行末は個々人について多面的な情報が総合化され，さらに

地方的枠をこえて中央において一元的に把握されること，すなわち「国民総背番号制」であ

る。これは既に指摘されているとおり大きな問題をはらむ。すなわち，個人のプライバシー

が犯される危険，誤った情報が打ち込まれ，貯蔵され，用いられる危険，本人の知らぬ間に

情報が他に流れる危険がここにはあり，さらにこれら情報を入手し利用しうる者とその手だ

てを持たぬ,者との差が生じ，思想調査そして思想統制への危険すら有するからである。似た

事情にある諸外国ではプライバシー保護のための諸施策がうち出されているのだが，遅まき

ながら検討を始めたわが国の行政監理委員会は「直ちに結論を得て答申することは困難」と

して「中間報告」を提出するにとどまり，行政と民間における個人'情報の取り扱いの実態が

充分には公げにされぬまま，電算機利用はいわば堅丁放しの情況にあるわけである。このよう

な背景の下での７５年の国勢調査であり，国勢調査が個人情･報を収集する最大規模の調査で

あるだけに，疑問と批判も強かった。そこでは，国勢調査実施そのものの是非から，調査を

巳
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認めたとしても「統計」を獲得しようとするときに何故，個人名，勤務先名が必要なのか，

さらに統計局へ個票を集中せずにローカル左段階での集中・集計でよいのではないか等，一

定の根拠をもつ疑問が出され，さらにプライバシーと統計調査の関係，申告義務を唱う統計

法と憲法の関係も問われた。統計に関して既に国際的にも問題となっていた諸点が，わが国

でも本格的に提起されてきたわけである。

2．いわゆる「調査環境の悪化」。この表現は１９６０年代後半から語られはじめられる。そ

れは，調査員が調査活動を行なうに際しての諸困難一調査拒否その他一の累積を意味し

ており，このことが調査員の確保難につながり，調査の正常な実施に大きな困難を生みだし

ている。その一端を伝える例を示そう。以下は全国統計協会連合会が開催した第２回統計調
くぎ‘

査員問題研究会（７５年２月）で報告された調査拒否事例の抜粋である。Ｌ､ずれも家計調査

の場合である。

①勤労者世帯において，拒否理由「家庭内のこと，とくに金銭的なことは，たとえ県職員

にしろ，統計調査員にしる覗かれるのは絶対に嫌である。貯金の額まで知られるのは何と

しても嫌である」。

②身障児，登校拒否児をかかえ，近所附合いも少ない勤労者世帯，理由「家庭内をみられ

る」，

③勤労者世帯，理由「住宅を新築したばかりで住宅資金の返済のやりくりに苦労しており，

他人に覗かれたくたい。一方的，強制的な調査に対しては断る権利がある。課税面の心配

もある」。

④自営世帯，理由「調査のやり方が一方的，強制的，調査対象の意志を無視している。ま

た，店が多忙であり，税の心配もある」。

⑤自営世帯，理由「調査結果は，公務員の給与引上げの資料となるだけで，私達には関係

がない。現在の物価高，賃金の値上り等により，家族だけで商売をしているが，売上帳簿

を書くのも精一杯であり手間がない」。

⑥自営世帯，理由「義務つけられる納税の申告，全世帯もれなく提出する国勢調査や商業

統計調査以外，抽出によって選び出された世帯だけというものには一切協力しない。罰金

が課せられるなら，いくらでも出す」□

等々である。これらはいずれも結局協力を得られなかったケースとされている。これらの事

例についての調査員の意見も注目されてよい。「心情として無理からぬ，もう少ししっかり

した条例で申告を義務つけて貫いたい」，「課税面の心配は根強い，統計調査の意義も十分

理解されていない，国，県，市は広報活動，調査結果の公表について検討する必要がある」，

▲
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「強硬な拒否に対しては，統計調査員の段階ではどうにもならないと`思われる，国，県，市

の方でも対策を考えてほしい」，さらには「返す言葉もなく，すごすごと；|下る時の口惜し

さ，罰金の１０万円も取ることができたらよいのにと,思うこともある。もう少ししっかりし

た条例によって申告を義務づけて貰えれば調査員もやり易いと思う。￣般の方との理解を５

るため，テレビ，新聞などで単に結果の発表をするだけでなく，家計調査の仕組み，その利

用方法なども説明して貰えれば，もっと皆様に関心を寄せていただけるのではないかｊ等で

ある（「統計情報」Vol、２４，ＮＯ２）。一方，事業所や企業の側ではどうか゜山田茂氏

（当時日経連労働経済研究所室長）は，統計調査の数が増大する中で，大企業は３日に２件

の記入負担をうけており，労働力不足の折に負担は大変であり，「大企業,中小企業の別を

問わず，事業所側が統計調査の記入負担について悲鳴をあげ始めた」という（山田茂謄庁’

統計調査の危機」，「統計」１９７１，５）。さらに次の指摘もある。「たとえば昭和型５
f・

年国富調査における法人資産調査では，ある会社の調査票提出枚数が六百枚以上に｡ぼ試fも

おり,三百枚から四百枚の会社はざらにある｡またこの調査票作成のために会社か負担似た

経費は少ないところで．二四十万円，大きいところでは六百万円もかかったといっている。

このような大きな犠牲を申告者に強いている実態を調査の立案者はどのように考えているの

であろうか。われわれ調査実施に当るものは，無理だ無理だといっているE|]告者側をなんと

か説き伏せて今日まで来ているのであるが，われわれの努力にもおのずから|隈度がある」

（斉藤聡「統計調査改善への道」，「都道府県展望」１９７０年１１月）。斉藤氏はこれに

関して，少なくとも標本調査の場合，単なる法律的強制に依存することなく，「データを買

う」という頭の切りかえが必要であるとする。先の山田氏は，調査員の不足・質の低下と相

まって，統計調査は危機に直面しているとし，さらに統計調査間の重複とその原因としての

調整機能の不足を指摘したうえで，行政管理庁のコントロールの強化，事業所の意見を尊重

しそのニーズに答える統計調査を行うべきこと，このために官民合同の官庁統計改善のため

の組織が必要であることをとなえている。さて，このように蕊業所や世帯における官庁統計

への拒否反応が次第に広がりをみせる中では，統計調査員のi確保は以前に増して困難となっ

ている。「統計調査員が確保されれば調査の５割（あるいは7割）は終った」という言い方が,

現場指導の都道府腺統計職員から，とくに最近聞かれるようになってきた。現場の声がより

強く反映される全匡|統計大会も調査員問題の解決を求める1央議をくりかえしている。これま

での国の対応は調査員の労働条件の改善に主としてあてられてきているのだが，充分な解決

をみないのは，この調査員問題が労働条件のみによるものではない深さをもっているからで

ある。

①
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3．地方統計の弱体化・困難。政府統計調査の多くが地方自治体に委託されて実施されている

現在のわが国の制度の下では，政肘統計調査実施の際に被調査者に接触しているのは，都道．

府県．TljllIT村で雇われる調査員である。したがって２で述べた「調査環境の悪化」を雀のあ

たりに体験し，調査員問題で苦悩しているのば，都道府県市町村の統計職員であり，これが

わが国の統計の将来にとって由々しき問題として，打開策の必要を唱えたのも,もとはといえ

ば地方統計機関であった。しかし，地方統計か今日かかえている問題は，これまでみてきた

「調査環境の悪化」だけなのではない.地方行政は住民生活と密着し，,地方独自の問題をか

かえているのであるから，統計活動も多面的に，また地方の特徴に即して独自になされる必

要があるｃにもかかわらず，現実には地方の統計活動は全国的統計調査を実施する際に若干

の上積み調査をするとか，地方統計書の編纂程度にとどまっているのである。この地方統計

活動の貧困は地方統計職員の削減，予算不足によるところが大きく，これは中央政府の地方

統計政策の弱さに起因する。すなわち，現在，政府統計は地方への委託事務として実施され，

これとともに予算は都道府県に対しては定員と基準給与，事業単価にもとついて国庫支出金

として，市町村に対しては地方交付金の中で中央から支出される形をとっているⅢこの人件

費及び事業費が，地方の持ち出し＝超過負担となっているのである。これは職員給与１人当

りと事業費そして定員が削減されろという三つの要因から生じている。「年と国からの委任

事務である統計調査の規模，内容が拡大且高度化してくる。このことは実施主体である地方

公共団体においては事務量の増加となり，経費の増大となっているにもかかわらず国が交付

する事務費は逆に減少の傾向にあり，地方側の負担増によってまかなわれている」，「最近

においては国の行政整理に伴う定員削減が地方公共団体の統計調査機構に適用されてきて国

の調査を実施するための委託定員数は一方的に禰少されつつある。こうした現実を放置する

ならば困難な統計調査を無理強いすることになり，作成される「統計』の真実性，信頼性を

破壊していくことになる」，「さらに定数確保と併せて職員費の交付基準の引上げ，共済費

ならびに退職手当，管理職手当および超過勤務手当等の予算も国において措置すべきである」

（斉藤聰，前掲）との発言はこの点を指す。地方の統計予算や地方費による統計職員が国の

委任事務にとられてしまえば，地方独自統計活動の弱体化は目に見えることである。地方統

計に力点をおけば次の事態も生じる“「東京都の場合は４割の超過負担をしているわけです

が，統計課で実際につかっている金額の６割は国からきて，４割は都のものだし。それだか

らこそ，都の仕事を４０何％の職員がやるのはとうぜんだと。」，「管理者の考え方は，国

の仕事についてはとにかくあまり手をくわえないで，できるだけ簡単にすませて国の方へも

っていってしまう，それでのこった余力については東京都の行政をすすめていくうえでの必

Ｉ
－－Jし
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要な者峨目の仕事にふりむけていきましょう」というのである。すなわち国の調査の手をぬ

くことになるわけである。国と地方の統計の両方について手をぬくまいとすれば，統計職員

にはいやがうえにもしわよせがくる。以上のような地方統計における困難は，わが国の中央

の統計制度にも深くかかわる。各種の打開策のうち，最近のものとして，中国５県の統計主

管課長会議の検討提案によって，中国地方知事会の要望となった「地方統計制度の改善措置

の推進について」においては，超過負担の解消，調査員iii膣の改善，とともに次の２項がう

たわれている点に注目しよう。すなわち，地方統計機構を整備充実するために「国は中央

統計機構における調整機能を一層強化するとともに，地方出先統計機構の整理統合を行い，

また，委託調査事務量の各年度における均量化，定量化を図るために各種調査体系の整理統

合を行う必要」，そして地方における統計利用の拡大，円滑化を図るために「地方別表章並

びに地方分査制度の拡大を行う必要」がある，である（『統計情報』Ｖｏｌ、２４，Ｎ０，

１１）。

４民間からの政府統計批判の新展開。政府統計を批判する動きが，とくに労働運動そして￣

部研究者を中心に，第２次大戦後早くから展開されている。１９５０年代前半の上杉正一郎

『マルクス主義と統計』，総評調査部『統計の闘い」はその一つのピークをなし，その後も

引継がれてきていることは周知のとおりである。しかし１９７０年代に入っての政府統計批

判の動向には，次の点で新しい展開をみてとることができる。先ず第一に，公害，“モノ不

足り狂乱物価の中で政府による調査や統計への不信感が拡大したと見受けられるのだが，

この中で，政府調査の欠如と不充分さの指摘とともに,住民，国民が自ら調査を手がけるとい

う動きが広まった。これまで民間大企業を別として調査の維織をもたない側にあっては，労

働組合を除いては調査活動の経験は少なかった。しかし７０年前後からの公害問題の大規模

化の中て，先ず住民が自ら大気，水土壌の汚染さらには騒音，振動による被害等の調査，

学習をおしすすめるにいたり，つづいてのいわゆる噸モノ不足”の際には，流通機構や在庫

状況に監視の目をむけ，電力や国鉄等の公共料金値上げに際しては，原価構成等に消費者運

動の検討が及び，それ以降，継続している物価上昇の中て，消費者団体，婦人団体，生協等

の価格しらべが継続している。ここには，調査活動の広がりがあるといってよい。第二に調

査活動の広がりだけでなく，その質的発展があるといえる。その代表例として春闘共闘委員

会の家計調査をあげてよかろう。もとより民間の調査活動は，その組織と資金力等において

国や地方公共団体の調査活動とは差をもち，とくに規模において比肩しうるものではない。

しかしこの家計調査は，単組，単産の当面の要求づくりといった枠を越え，内容的にも総理

府統計局調査との比較を狙いさらにそれを越える部分をもっている。そして第三に，これら

」

」
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調査活動は，政府統計の改善要求とともに，統計制度そのものの改革要求をもかかげるにい

たった。すなわち日本労働'組合総評議会と全国消費者団体連絡会のパンフレット「ごまかし

の物価指数「ヒトケタ公約」を斬る」は，審議の民主化要求として次の点をうたっている。

（１）物価指数作成についての実際上，理論上の問題点を専門的に検討する常設的な小委員会

を設置し，労働組合，消費者団体の代表および私たちの推せんする専門家を加えること。

（２）統計審議会および経済指標部会の姿員に労働組合，消費者団体の代表を加えること。ま

たその公開の場で消費者物価指数にかんする諸問題について抜本的検討を行い改善するこ

と。またその審議過程および指数算定に関する一切の資料を公開すること。

以上，政府統計をめぐって，鮫近目立った動向を四つだけ紹介した。これらの動きは，政府

が適確な処置をとらないでいるならば，政府統計に対する国民の不信と疑問を一臆拡大し，政

府統計を作成するうえで大きな支障を生み，したがって政府統計の整備と真実性の保持を大き

く損うものとなる。そして，紹介した動向の中に生まれている問題点の検討ないし打開策の提

起も，いずれも現在のわが国の政府統計の在り方，統計制度を根本的に再検討すべきことを迫

っているといえる。

そこで，これらの動向等を念頭におきながら，現在のわが国の統計制度をめぐって，主とし

て研究・検討されるべきと私なりに考える諸点をかかげれば次の通りである。

①政府統計のあり方を基本的に規定する原理としての統計制度の民主化の問題。先ず，統計

制度の個別・具体的な検討に入る前に続計制度の在り方，今後の方向を一般的に規定するも

のとして，統計制度の民主化の問題を提出しよう。

②同じく統計の在り方一般にかかわるものとして国の統計活動における電子計算機の利用と

プライバシー保護の問題がある。

③統計制度の民主化をめざし，さらにプライバシーを保護しながら一方で国民の統計要求に

応えるために，統計制度の各構成部分に関して次の諸点が検討されてよい。

（１）中央統計機構と統計調整機関

（２）地方統計市l陵

（３）統計法と指定統計制度

（４）統計職員と統計調査員

（５）統計予算

（６）国際統計活動とのかかわり

（７）統計教育

の
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Ｕ

以下では，現在のわが国の統計制度に関しての検討課題として，Ｉの末尾にかかげた問題に

ついて順次コメントを加えようとするのであるが，それに先立って若干の指摘をする。

先ず，国の統計制度についての研究ないし発言は，統計学の分野，すなわち統計研究者レベ

ルにおいては，はなはだ少ない。統計制度を検討していく際に注目すべき発言の多くは，統計

実務担当者レベルにおいてなされている。統計学分野での研究のいわば立ち遅れについていえ

ば，たとえば日本統計学会の構成でふれば，数理統計学的傾向が支配的であり，その分野では

統計制度への関'いま薄い。他方いわゆる社会統計学の流れは，政府統計資料を理解．吟味する

ために統計調査を論じさらに統計の利用法をも論じてきた。しかし，それらを統計制度と関連

づけて，あるいは統計制度そのものを，検討することは，その重要性を意識しつつも，概して

少なかったといえよう。これは，統計制度をめぐる諸問題の現実における成熟の度合，統計学

分野での主要関心,点の推移他いくつかの理由にもよるが，統計学が統計方法の研究に中心を置

きつづけてきたこととも無関係ではないと思われる。とはいえ，統計制度の研究がなかったわ

けではｵにい・統計制度再建過程における集中論議を別としても，大屋jiiti雪，船木勝也，北Ⅱ|豊，

奥野定通，三潴信邦氏等の研究があり，実務担当者からの発言，さらに統計審議会等統計行政

にかかわっている統計p廃者の発言にも注目すぺきものはある。

そこで，先に列挙した諸点について，問題の構造を把握し，将来にむけての解決策を得るた

めには，わが国の統計制度の歴史的経過を，上にふれた研究・発言等諸成果を参照しつつ，検

討することが必要である。その場合，第二次大戦前のわが国の統計制度，戦後の統計制度の再

建過程の論議と実際経過，さらに各国の統計制度の実情，国連を中心とする国際統計諸機関・

会議からのわが国統計制度への影磐，逆にわが国からの働きかけ等々の研究が必要であり，私

が列挙した諸問題以外の問題，さらに研究の視角・方法等も検討されることになろう。このた

めには，さらに多くの研究者，実務家による研究が一層集中されなければならない。

したがって，私の以下の叙述もいわば解題的に今後のより詳細な研究にむけて，戦後の統計制

度再建過程と外国の動向を若干参照しつつ，仮説的，暫定的指摘をふくみつつ，いくつかの素

材を提供すべ〈与えられるにとどまる，

」

虫
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1．統計制度の民主化

ここにいう統計制度の民主化とは，統計作成と統計矛IUE目を中心とする国の統計活動を，国民

の要求に応えるよう統計iiU度を改革するという問題である。私は，現在のわが国の統計活動，

統計制度がかかえている多くの困難を解決する途は，統計制度の民主化との関連なしには恐ら

く見出しえないと考えている”この問題はこれまでの統計制度研究において，いかに論じられ，

また現実はどうであるのか，そして将来にむけてどう考えるべきであろう力も指摘すべき第一点

は，わが国の統計制度は，国の統計活動に向けて国民の要求，意見を汲み上げる体制をおよそ

全く有していないし，そもそも，そういった制度の民主化ということが論議の対象にもならな

かったのではないか，ということである。現在の統計制度とのかかわりでいえば，さしあたり

現行制度をつくりあげた第二次大戦後の統計制度再建過程での論議が検討の対象になる。この

とき日本を支配していた占領軍側は，統計調査を自ら行なったが，これを日本側で行なわせる

必要をもったし，後にいたって，占領支配解除後もアメリカ側に必要な資料を作り出す体制を

つくっておくべきと考えている。日本側では，占領軍当局からの統計資料提出要求に応じる体

制を必要としていたし，さらに，アメリカ側の意向とは相対的に独立して，長期的に日本の統

計制度を近代化する必要が考えられていた。これらの契機に押されて１９４６年から４７年に

かけて，まさに集中的に再建の方向が論議された。しかし，この論議とこれの実現をはかる勢

力は，占領軍，統計官僚，各省官僚，いわゆる学者グループであり，当時何よりも優先された

ことが，日本経済の復興・安定とこれに資するための統計制度の再建であった。このためであ

ろうか，再建過程の残されている主要な文献，山中四郎構想，統計懇談会議事録，川島孝彦案，

統計制度改善に関する委員会（以下「制度改善委」と略称）議事録とその答申，統計委員会議

事録，ライス．レポート，統計法案の国会提案理由・説明資料等（いずれも日本統計研究所

「日本統計制度再建史一統計委員会史稿」記述篇，資料篇ＬＵ，mに収録されている限りに

おいて）を通じて，統計制度における国民の意思反映の機構の設定には意は払われていなかっ

たと見受けられる。この問題は国の統計活動の社会的機能をどうみていたのかにもかかわる。

再建過程における上述の文献の中で、この点について比較的詳しく述べたものとして，統計法

国会説明資料の立法主旨をひこう。統計の改善発達の必要性として次のように述べている。

「国及び公共団体の各般の施策，各種事業の経営並びに社会科学の研究にとって，正確な統計

の体系を整えることが常に緊要であることはいうまでもないところであるが，特に敗戦後の新

日本建設のためには，国民のすべてが新しい事態の科学的な認識の上に立って新しい構想を樹

て新憲法下の国民による正しい民主的政治実現のために努めなければならないので，その必要

●

●
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は更に一層痛感せられるのである。過去において国際及び国内情勢に対する客歓的な認識のた

めに必要な正確なる統計を欠き，或はそれが国民の眼からかくされていたために国の基本政策

を誤らしめ，国民に戦争の惨禍をもたらしたことを見逃すことはできない。日本国民はこの痛

だしい経験を反省し今後は正確を統計に基く現実の科学的認識を平和たる建設の道標として国

民すべての前に打ち立てることを固く期さなければたらない」，そしてさらに正確な統計は，

占領政策に協力するため，連合諸国民の信頼をうるため，通商その他諸国の援助をうるために

も必要，としている。す左わら，各種施策と占領軍等への配慮から，とにかく正確な統計を作る

体制を整えることに，分散的機構が確定した段階では統計委員会と統計基準局の権限の強化を

はかること，統計法によってこれを保障することに論議と関心は集中し，国民の統計に対する

要求を扱い上げる体制をも考慮するにはいたらなかったといえよう。わずかに山中構想が,｢施

策ハソノ企図ノ如何二拘ハラズ，一定ノ目標時期二於テ所期ノ現実的効果ヲ収メルコト厳重二

要求セラルル事態ナルニヨリ，民主的支持二裏付ケラレタル強カナル常時的綜合的査察制度ヲ

実施スル必要ガアリ……（_の(4)），．．…･査察ノ内容ハ可及的詳細二之ヲ公表シテ与論ノ啓蒙

ト協力要請二勢ムルトトモニ，末端実施機関二対スル糾弾督励ヲ与論ノ圧カニ期待スル態度ヲ

持チ，所謂民主的査察タラシムルコト，コノ為新聞等言論報導機関トノ聯繋ヲ特二緊密ナラシ

ムルコト（この(8)）」を唱っていたが，民主的支持ないしは査察が具体的左内容を得て発展さ

せられることはなかった。また地方統計制度の一応の整備は，住民と密着している場であるだ

けに，住民の統計活動への参加を拡大する可能性をひらいたが，標本統計の普及による地方表

章の不足，全数統計の中央集中さらにＩでみたような地方統計の弱体化か進行しているのが実

情である。

したがって，統計活動・統計制度の民主化の問題は，我が国の統計が多くの困難をかかえる

にいたった段階で新しく提起されているといってよい。そして既にＩでみたとおり，いくつか

の方策が提案されている。官民合同の官庁統計改善のための組織（但しここでの民とは企業）

－山田茂氏，統計調査の意義のＰＲ，結果の公表の再検討一調査員，物価指数に関する

小委員会の設置と統計審への労組，住民の代表参加一総評，消団連等である。統計審議会に

ついては］三潴氏か既に，その専門部会をふくめて委員の構成を再検討することを提言し，「統

計審議会では中央省庁の行政ニーズか優先，先行すること」，専門委員会でも「自治体代表，

被調査代表は重妥を存在ではなく，とくに国民の申告負担，自治体の調査負担，集計結果の地

方自治体への還元左どについて審議はきわめて不十分」としていろ（『統計』１９７３年４

月）。統計活動と制度の民主化のためには，統計活動がすべて行政のための資料づくりに従属

するというこれまでの在り方に再検討を加え，国民・住民の統計要求にも直接応える方向を迫

少
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求し,統計調査の企画,実施方法に国民の意向を扱いあげ，統計資料の公開と利用の便宜を大

きくはかること,これらの処置を背景に統計教育の内容改善と拡大をすすめることが必要であ

ろう。この方向にむけての具体的な処置として，既に紹介した諸提案か位置づけられるし，ま

たフランスの「広く￣般利用者に統計情報を提供することを目的とする機関」＝地域情報セン

ター網の配置（五十嵐光男「フランスの統計組織」『経済論叢』１１５の３）なども，計算機

の高度利用が進む中ては’参考に値する。次項でふれるプライバシー保護のための民間代表を

ふくむ監査機関とともに，こういった制度の民主化こそが，統計への不信をふくめての今日の

諸困難を除きうる途であろう。

2．電子計算機利用とプライバシー問題
●

先ず，行政と統計活動における電算機利用政策の推移からみよう。行政事務・統計事務機械

化は１９４９～５０年度のＰＯＳ導入以来検討されてきたが，電算機の本格利用との関係では，行

政一般においては１９６８年８月の「政府における爵子計算機利用の今後の方策について」

（閣議決定）が政策のスタートといえる。これをうけて７省庁,情報処理政策担当課長会議が発

足，６９年７月「行政改革計画（２次）について」（閣議決定），７０年度から行政情報処

理について調査研究予算力計上され，行政管理庁力R行政情報処理についての方針を毎年出すこ

とにたり，７３年度からは本格化した。統計行政に就いては，統計審議会の専門部会，データ

.コード部会，改編されて情報処理部会，さらにこれをうけついで統計制度部会が検討･の場と

なり，データ・コードの標準化，地域メッシュについての各種答申を出し，７０年度から総理

府統計局でデータ・バンクの研究が進められている。この間，７５年４月に行政監理委員会か

『行政機関等における電子計算機の利用に伴うプライバシー保護に関する制度の在り方につい

ての中間報告』を，また同年６月２６日に衆院決算委員会か警告決議を行なっている。このよ

うにして現在では，一般の行政情報に先んじて統計情報に関して，各省における個別統計の総

合化と蓄積が集められ，さらに各省相互間の統計の結合かはかられつつあり，これによって各

分野さらには全体としての統計資料体系に影響を及ぼす段階にいたったといえる。他方で地域

メッシュ統計のような新種の統計表示か作り出され，また７５年国勢調査のように集計作業の

簡略化も一段と進み，さらに統計の公表か磁気ディスク等の貸出しを以て行なわれるところに

いたったのである。

こういった経過をふ蚕えつつ統計制度との関連でいくつか注目すべき点をあげれば，第一に

統計活動での電算機の利用の推進は，明らかに統計資料体系にインパクトを与えている。とれ

句
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蚕での我が国の政府統計について，その内容を別にして体系としてみるとき，統計機構上いわ

ゆる分散的中央集権制と統計調整機関の力の弱さによって，統計のだぶりとくいちがい，統計

の豊富と貧困あるいは欠如，地方別集計・表示の欠如をどの不整理，アンバランスが常に指摘

されてきた。ここで，上にみたとうりに各省間の統計の結合がおしすすめられれば，統計の整

理・体系化は促進されることになろう．とはいえこの場合の体系化の方向は国民経済計算体系

とＮＮＷやＳＳＤＳの形でのその拡張であり，この点の是非の検討が必要となる。

第二に，電算機の活用によって多様・詳細な表章が可能となり，利用者に益する可能性が開

けるとはいえ，そこでは磁気テープ等による結果公表の形が広がる可能性がある。統計審議会

の答申「統計調査結果の公表について」（７４年９月）では，これを容認している。しかし，

この答申にもうたわれているとおり「これらを利用するための施設及び機器の普及の程度につ

いての十分の考慮を払い，結果利用の機会の公平を確保するための措置」は重要である。しか

しその措置はどのように保障されるであろうか。さらに磁気テープ，マイクロフィルムが公表

の主要形態となり，現在の印刷物の形態が縮小される可能性も考えておかなければなるさい。

第三として，今大きくクローズ・アップされているプライバシー侵害の問題かある。これに

ついてはいくつかふれるべき点がある。Hfずプライバシーの権利概念であるか，これは，「個

人の秘密」よりももっと広く，個人生活を他人からのぞき見されたくたい権利であるというと

らえ方から，最近ではさらにひろがりをみせ，との情報の収集の仕方，情報の利用取り扱いに

ついての本人の決定権，個別の公開'情報が集中されるとと次第ではプライバシー権の侵害にな

るという見解もある（伊藤正巳『ジユリストＪＩ１９７５年６月１５日号）。こういったプライ

バシーの権利の範囲また権利意識の強弱は,その社会の歴史など多くの事情による。統計調査

は上の意味のプライバシーには絶えずふみこむ側面を持っており，調査実施との妥協点は，統

計調査の目的・必要性（「公共性」といわれる）の認容と秘密の保護の保障等による。ここで

は，統計調査が国民にとって充分必要なものか，また統計調査結果が政策に生かされ，施策か

効果をあげているかどうか等が根本では問われており，また統計活動・統計制度の民主化の度

合か大きくかかわるといえる。ここで統計とプライバシーの問題に立ち入ればとの問題かクロ

ーズアップされてきたのは，既にＩでも述べたか，電算機利用とともに，調査員と被調査者と

の接触点でのプライバシー侵害一とれはこれで問題として残る一一以外の問題か生じてきた

からである。統計情報については，統計法第１４条の秘密保護規定（ととには集計結果の公表

の際には個票内容を秘匿することもふくむ），第１５条第１項の調査票の統計目的外利用の禁

止規定によって，一般の行政情報と違いプライバシー・秘密保護は充分だとするとらえ方かあ

。しかしＩで述べたように，７５年国勢誌査のように全個票内容の中央集中．磁気的貯蔵かは

丘
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かられるにいたったこと（尤もここでは氏名，勤務先名は打ち込まれず，氏名との同定は作業

量的に不可能であるが），短時間のうちに全個票内容をコピーすることが技術的に可能な状

態にあること，個票の管理状態かとくに公けにはされていないこと，今後，行政情報との接合，

各省データの接合力求められ，ひとをず棚上げされているという統一個人コードが再登場する

可能性を否定できないこと，また統計法第１５条第２項による個票使用承認の実態が充分明ら

かではないこと（承認基準については松田道夫『統計法の解説』参照，また承認については，

使用者と使用目的だけは公示されている）等を指摘しうるのであり，より積極的にプライバシ

ーの保護規定が用意されるとと力窪ましい。行政`情報一般に関してであるが，先にもふれた行

政監理委員会が答申を避けて『中間報告』（７５年４月）としている一方で，７４年９月に

「国民総背番号制に反対しプライバシーを守る中央会議」が『報告書』を発表している。そこ

では法制化にむけて次の点①個人情報を扱うコンピューター・システムはローカルにとどめ

るべきこと，シピルミニマム実現のためであるべきこと，システムの運営は公的機関により

（民間委託禁止），公開，民主的であるべきとと，②個人情報の扱いに関して，貯蔵の際の病

歴，思想信条等の禁止，本人の承諾，有効期間後廃棄，目的別ファイルとし他目的・共同利用

禁止ｗ情報の正確性維持，③以上の各項の実施のための中立的・民主的なプライバシー保護委

員会の設置，④システム管理・運用者の義務，⑤プライバシー侵害の救済措置，が具体的に提

起されている。統計の見地からも注目されてよい。なお法制化にむけては，この他７５年３月

に日本社会党から「法律案要綱」が発表されている。プライバシーに関連してあと一点。地域

メッシュ統計にふれよう。既に５００メートル四方のメソシュ統計が作成されている。ここで

は直接的に特定個人との対応づけは出来ないとしても，地域か小さくなればなるほど，個人と

の対応づけに近い意味をもってくることに注意が払われるべきと思われる。（プライバシー問

題については既に引用した「プライバシーを守る.中央会議」の『日本におけるコンピュータ

利用とプライバシー保護に関する報告書』，行政監理委員会『中間報告』，『統計』１９７１

年１月「統計調査とプライバシー問題」特集号，『ジュリスト』１９７５年６月１５日「行政

とプライバシー」特集号等によって大要を把握しうる）

第四に，電算機利用とははなれるか，上に述べた秘密保護の必要性を以て，私が現在の我が

国統計制度における秘密保護を是認ないし強化すべしと直ちに考えるものでないことを述べる。

我が国の統計制度の下では，統計調査への協力とりつけ,統計の真実性の確保のために,秘密保

護が大原則とされている。（森田優三「統計の日の制定とその課題一プライバシーの問題と

統計の独立一」『統計情報』Ｖｏｌ、２２１M，１２，他）。統計法の制定過程においても，ス

タッフ゜氏がアメリカにおいて秘密保護規定力r重視されていることを強調したりして確かに重視
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されてきたものである。しかし他方で個票内容を秘匿するために工業統計その他に表われる工

項と合計数のイタリックは，統計の有効利用を妨げるものとして早くから不評であった。松田

道夫氏も，秘匿の方法にも問題があるとし，秘密の保護は完全に近いとはいえ「イタリックで

示されてた数値は使用に耐えない結果になっている。結果表が詳細であればあるほどイタリッ

クで示される部分が多くなるのであるから，結果表を詳細にした意味はそれだけ薄れてくる。

統計の地方利用という問題を考える場合には，これが－つの制約となっている点に注意すべき」

としている（前掲『統計法の解説』）。さらに小売物価統計調査の店舗名の公開が秘密保護規

定によって拒否されているし，有価証券報告書その他で公表されていることが，統計の秘密規

定によって秘匿される。そしてさらにこの第１４条とは別であるが，重要を多くの事項，大企

業の動向，公社・公団・事業団，米軍・自衛隊関係について調査が行なわれずあるいは指定統

計とされず，統計報告調整法の適用除外とされている，すなわち秘密のものとたっているので

ある。しかし個人のプライバシーとは逆に大企業や公企業さらに軍隊等の動向は今や国民生

活に深いかかわりをもっており，国民はそれらの動向を知る権利を持っている。これらについ

ての統計の欠如あるいは非公表が，政府統計への国民の不信をひきおとしている点は無視でき

ない。もとより慎重な配慮・検討を要することとは思うが，秘密保護規定を絶対視する考え方

を再検討し，必要な統計を国民に還元することによって統計への信頼・理解を回復するという

方向が追求されてしかるべきと考えられる。

3．統計制度の具体的諸問題

（１）中央統計機構と統計調整機関一国の統計機構は，統計調査と加工統計作成について

の企画，指搬・監督，実施，全体としての統計体系の調整等の業務について，中央と地方に，

また中央にどういう機関があり，それぞれの権限がどうなっているのかをみればわかる。中

央と地方との関係では，地方（州など）に独立性が強いタイプと地方の中央への従属性の強い

タイプかある。中央については①統計作成かすべて統計庁ないし中央統計局などの－機関で

集中的に行左われ，したがって企画，指揮・監督，調整もそこで行症われる集中タイプと，、

統計作成と指揮・監督とも各省庁で分散的に行なわれるタイプとを両極のモデルとして想定し

うる。、の場合には一国の統計体系を整えるために統計調整機関を伴左わざるをえたいし，人

口センサスのような各省の必要にまたがる大規模調査について実施機関が必要になる。そして

調整とセンサス実施を－機関が行うケースと別個の機関が行なうケースかある。、の場合の現

実的問題は，統計調整機関の機能かどれだけう蚕〈働いているかである。我が国の現在の統計

▽
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機構が「分散的中央集権制」としばしば特徴づけられるのは，中央への地方の従属性が強く，

中央では、のタイプとなっているからである。すなわち各省庁が統計調査部ないし統計情報

部をもち，国勢誌査等を総理府統計局力麺当し，調整機関として行政管理庁統計主幹（前統

計基準局）がある。統計が比較的整備されている欧米諸国についてみれば，①のタイプとし

て，カナダ，ノルウェー，西ドイツ（但し地方の独立性が強い），、のタイプとして，アメ

リカ合衆国，イギリス，フランスがあった。もっとも、のタイプの国においては最近，機構

再編の動きがある。

以下,我が国の中央機構について,さず形成の経過を第二次大戦後の「再建過程」について

みよう。中央の統計機構を①のタイプにするか，、のタイプにするかは，国際的にも古くて

新しい問題とされているが，再建過程でのとの問題の実質的検討は「市|度改善委」での内閣

統計局長，川島孝彦氏の案（川島案）をめぐる論議であった。この川島案は実質的には①に

近いか，各省庁に統計部局を設置することは認めたうえで，中央統計局という最高中央機関

の指導の下に属するという点で若干ちがう。委員会での説明によれば，内閣統計局とは別個

のものとしてこの中央統計局を構想しており，これは，自ら所要の調査ｈ行い，全官庁の統

計事務・統計調査について上位指導者として統計，指導，監督し，都道府県の統計調査課は

中央統計局の「直属」とするとみている。これによって各官庁の統計調査課は当該官庁の長

官の運営的指導との二つの折挿の下に入り１都ii:i府隈の縮|課も府県知事の指導との二つの指揮の

下に入ることとされた｡しかしこの川島案は各省の反対をうける。反対意見は，官庁統計は行

政上の必要な資料を目的として蒐集されているのであり，当該行政官庁において行うのが最

適であり，また現実的であるとし，統計間の調整については経済安定本部などの機関におい

て行う必要を認めるものであった。これに対して川島氏は行政執行にたずさわっている者の

統計業務兼任，統計系列の指揮系統の不十分さのために，統計実務の第一線従事者が次から

次へと替D，腰掛的で貧弱であるのでこれを強化する必要，計画作成と統計作成の機関を分

離する必要等をとなえたか，結局少数意見でうけ入れられたかった。

次いで，この分散的機構か定雀るとともに「希|陵改善委」と続いて「統計委員会」での論

議は，統計調整機関の権限に関するものへ移行した。（との機関は当初企画委員会，統計検

査院等の呼び方もあったのだが，ここでは結論どうｂ統計委員会と呼ぼう）。その検討経過

を追えば次のとおり。先ず統計局と統計委員会の機能が分離され，次いで統計委員会は強力

な機能を果すべきとする見地から，諮問機関とか官庁的なものは否定され，総理大臣を頭に

いただいた委員会とされた。さらに委員は企画・統制機能を持つことが前提され，統計予算

に関与することも検討され，委員会は各省代表者を排除する統計専門家によって構成される

◆
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ものとされた。「制度改善委」の答申は，委員会の権限は統計法によって最終的に定めるべき

としつつ，次の業務，重要統計に関しての企画審査，調査主体の指定，事務監査，中央統計局

長任命に際しての意見提出，統計関係職員の資格制定，資格審査，統計法規の統一整備，統計

の改善，統一を目的とする会議開催等をうたった。次いで統計委員会官制が発足後，委員会の

権限を統計法にどううたうかが検討され，当初事務局原案にあった「関係官庁又はその他のも

のの行う重要統計に関する調査の企画企画の修正，調査の実施又は中止或いは結果の公表を

求めること」の項から，企画と企画の修正の条bか削除された。すなわち委員会で当初考えら

れていた二つの機能，企画機能と調整機能のうち企画機能かとりあげられてしまった（大屋祓

雪「統計法の成立」『経済学研究（九大）』７４年３月）。なお委員会構成は，「市l陵改善委」

答申の段階で，会長・内閣総理大臣，副会長・経済安定本部総務長官，委員・統計に関する専

門家１０名以内，必要の場合には臨時委員をおく，とされ，統計法の実施によって法的根拠を

うけ，うけつがれた。委員数は１９４７年１５人以内に改正されている。統計委員会の権限強

化の試みが強い抵抗に会うという事態は，４８年，新憲法と地方自治法の成立で統計法の改正

が必要となったときに再現された。ここで委員会事務局が権限に関して「統計機関の機構，定

員及び運営に関する調査，企画，連絡及勧告を行なう」と案を作ったが，農林省，通産省の反

対で「企lIpli」が削除された。また委員会の構成に関して各省代表を参加させるか否かも問題化

し，「行政機関の担当者中より相当数の委員を選ぶこと，但し姿員数の半数をこえぬ」という

ことで決着をみた。統計姿員会は，こののち５２年４月に行政委員会の全面廃止をふくむ行政

改革の際に廃止され，その権限及び所営事業か行政管理庁の統計基準部（→局）にうけつがれ，

統計法第６条の統計委員会の規定も削除される。このとき行政管理庁設置法によって，統計審

議会かおかれた。統計基準局は後に「－局削減」のあおりをうけ統計主幹とされて現在にいた

，

っている。

さて，経過に立ち入りすぎたか，このようにして形成された「分散的」審査機関と権限の弱

い調整機関からなる中央統計磯構の下では，既に指摘したのだが多くの問題がある。すなわち

調査の重複，調査相互間の概念の不統一と数値のくいちがい，統計の豊富と貧困，欠如等々で

ある。そしてこの事態の中で，政府統計の重複等を整理することを希望する声は実に多方面か

らきかれる。このことは機構的には統計主幹のリーダー・シップの強化・発搬を求めるものと

とらええようか。先に示した統計委員会の権限の弱体化過程を経験しあるいは見守った人々か

らの権限強化を必饗とする声も多い。さらには，改めて中央統計局構想を考えよとする見解も

ある（三鮪信郎「指定統計制度の問題点」！『統計』１９７３年４月）。そこで，この点の今

後の検討に向けて，いくつかの点を指摘しよう。
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第一に電算機利用の推進と国民経済計算体系の整備にむけて各省間の連絡会議，共同作業も

ひんぱんとたって統計問の速絡強化への動きが進んできていることがある。この動きが機構上

の統合をうながすのかどうかという点。

第二に，分散型で知られているアメリカ合衆国とイギリスにおいて，これまでよりは「集中

型」に近づく機構改革が進んでいる。アメリカでは各省（さしあたり主要４省）において，統

計の計画解析.担当とデータの収集処理扣当の２大部門を設置して，統計業務をここへ集中し，

さらに各省をとえて統合する展望をもつという（『統計情報』Ｖｏｌ、２１．Ｎ(，１３）。

イギリスでは中央統計庁（調整機関）の機能を強化しつつ，各省庁のデータ収集．処理業務を

新設の事業統計庁と人口センサス調査庁という２つの機関に集中し，各省庁はデータ分析に専

念するというものである（『統計情報』Ｖｏｌ，２１．Ｎｑ８）。比較の上からだけいえば，我が

国の分散型は国際的にみても最も複雑なタイプとして残ることになる。

第三に我が国の複雑さの一つは総理府統計局と行政管理庁統計主幹の併存である。総理府

統計局は『日本統計月報・年鑑』を出版し，（統計主幹は『日本統計月報資料解説編』を出版）

職員研修も担当している。我が国の歴史的享,情に基き，またアメリカの市Ⅱ段に対応したという

事情もあるとはいえ，中央統計局構想に進む一段階前に両機関の統合の是非が検討されてよい

と考えられる。第四に，統計誠整機関の権限は，統計予算編成への参与の程度による。との点

が予算局に属するアメリカの基準局と我が国とのちかいである。戦後の経過中に予算への発言

を確保しようとする努力があったが，結局，拒否され，現在は実質的に影響力をもっていない。

統計予算の編成への発言権か統計調整のポイントとなる。

■

●

(2)地方統計制度地方統計制度に関しては，（i）中央機関との関係，す左わち指揮・監督，

人事権等で中央直結か地方独立か，（Ⅱ）地方の統計部局を実査について一元的とするか否か，

(lIi）関述して地方の統計職員は国家公務員か地方公務員か，Ｗ）関連して統計予算，統計事業

費及び職員費が国庫負担か地方負担か，国庫負担の場合の国庫支出の形態と費用算定の方式，

(V）統計データの集計は中央でするか地方でするか等に注目することによって，理解が容易と

なる。以上の点は，その前提として，地方自治をどう考え，その中で統計活動の特殊性をどう

評価するかという問題をもっている。

そこで，戦後の経過をみよう。既に示した川島案（地方組織の統計局による指揮）に反対す

る方向で検討を行なった「制度改善委」の答申の要旨は，都道府県に統計課を置いて各種統計

の実査に当らせること，集計および通報機能を整備すること，市町村に統計課または専任の統

計主任をおくこと，国の必要によって行たう調査の経費は全額国庫か負担すること，各省所管
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統計については各省大臣，中央統計局（後の総理府統計局）の統計については経済安定本部総

務長官が地方の関係事務を監督，指導することであった。この方向は，統計法桁|淀時の国会

における附帯決議（１９４７年３月１７日一「統計改善発達のためには，地方における統計

制度の刷新機構の拡充を急速に実現するとと力塒に重要であるので，政府はこの点に遺憾たき

を期せられたい」），と，さらにライス報告をうけた統計委員会の努力による「地方統計整備

要綱」（４７年７月１１日，閣議決定）等にうけつがれる。この要綱は，国の必要による統計

調査は国の直接の監督の下に国の経費を以て行う，このため地方に統計官及び全額国費支弁の

統計主事又は専任吏員を配置する，都道府県の統計官の任免は，二級官吏については総理府大

臣，三級官吏については知事であり，統計委員会が必要に応じて意見を述べる，統計官の直接

の指揮監督は都道府県知事，統計調査事務については主管大臣が都道府県知事を通じて行う，

をうたっていた。しかしこの要綱にいう都道府県に国の官吏を配置する点については，ＧＨＱ

力馳方自治の原則に反するとして反対し，このため全額国庫補助の府県職員とされた。ここで

地方に対する統計委員会の指導上の関係は断たれた。さらに５０年のシヤウプ勧告とこれにも

とづく行政調査会議の提議によって，統計委員会が抗議したにも拘らず，市町村への国庫補助

金は平衡交付金繰入れとされた。これは統計への交付金が他費目への流用，従って統計部門の

弱体化への可能性を生むものであった。事態のこういった推移の中で，統計委員会は５０年８

月１５日に地方統計の国営案，すなわち地方に国の出先機関をおき，その管理を統計委員会

か行なう等を大蔵省に提示したか，もとよりとりあげられるものではなかった。

以上の経過の下でＩに示したような地方統計の貧困状態か生み出されているのである。そし

て調査員制度の改善，超過負担の解消，中央における調整機能の強化とともに地方出先機関の

整理統合の要望も出ていることを紹介した。ここでは，さらに地方別表章と地方分査市|渡の拡

大についての要望に注目しよう。これは７３年６月の都道府県ブロック幹事県等統計主管部課

長会議においても要望されていた。関係する個所を抜粋すれば次のとおり。「ｏ地方分査と地

方利用の効率化について。ア，国の実施する統計調査は，コンピューターの地方普及により地

方での集計の迅速化と地方利用の効率化が可能であるため，地方分査システムを早期に開発さ

れたい。イ，地方分査市１度の実施にあたっては，当面センサス調査を中心に段階的に実施する

とともに，これに要する財源措置及び増加人員の配置を考慮されたい。ウ，地方統計職員のコ

ンピュータ教育の方策とこれが財政措置を諭ぜられたい゜ｏ地域開発計画等に必要左統計･調査

結果で都道府県表章のないものは調査標本数を増加し，都道府県表章を可能にされたい。ｏ統

計調査の結果は，できるだけ集計か可能にたるよう考慮されたい」等である。（『統計情報」

Ｖｏｌ、２２．Ｎ010）。これら要望に対し７５年国勢調査の際の完全中央集中方式は真向うか

⑧
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ら対立するものである。これら要望が，先の中国地方知事会の要望にうたわれているとおり，

現行の統計調査体系とその処理過程か国を中心として仕組まれていることから，県，市町村別

表章に配慮が欠け，日々の行政に活用できるデータとならず「統計業務を国の下請的感覚で処

理することにたり，委託統計と地方行政は無縁という風潮を生み，統計に対する軽視にもつな

が」っていることへの危倶に立っているととは充分に考慮すべきである。いったいにとれまで

の地方統計制度整備についての論議は中央の指導の地方への直接的貫徹と，国庫補助との二つ

を基準に語られたのではあるまいか。超過負担問題にみられるとおり，地方統計への国庫支出

は充実されるべきであるとしても，中央集権的指導の強化はどういうものであろうか。全国統

計である以上，全体としての統一・調整は必要であろう。しかし，高岡周夫氏の次の指摘は注

目されるべきであろう。「行政の民主化は，地方自治の確立の上に立ってこそ，その実を挙げ

ることが出来る。統計行政に関しても，この点においては，変り無いはずである。．.….統計法

第１条の後段にある「統計体系を整備し，及び，統計市1度の改善を図ろ」という点に関しては，

指定統計を中心とする官庁統計機構の整備に焦点か合わされることによって，本来，統計法が

目指した，統計flill度の民主化にとって,最も基本的な住民の立場と，そへ要望を生かすために

も，その基盤である地方自治体の統計機構の整備充実に関して，肝心な役割を見落しているの

では無いか」（同氏「統計行政と地方自治」『経済論集一北海学園大一」Ｖｏｌ、２１．Ｍ４）。

政府統計か多くの困難をかかえている今日，国民の統計要求に応え，統計を民主化し，全体と

して統計への信頼と理解を回復していく重要な場は，住民と密着した地方統計である。ここで

の統計の充実の積み上げに立って中央統計機構の在り方を考えることは充分理由のあることと

考えられる。

●

(3)羅計法規と指定統計制度我が国の統計法令として主なのは，統計委員会が最初の仕事と

して成立せしめた統計法（１９４７年３月２６日公布，５月１日施行，以後部分改正）と統計

報告調整法（１９５２年５月２４日公布，８月２１日施行，以後部分改正）の二つである。二

つの主要法令は全体として，統計調整機関としてのかっての統計委員会，今日の行政管理庁の

もとで，政府統計を，指定統計，届け出統計，報告統計という種類ごとに調整することを目的

としており，これに付随して，報告義務，秘密保護義務，公表義務等をうたっている。既にふ

れた，統計の民主化，プライバシーの保護，統計調整機関，地方統計の在り方次第では，統計

についての基本法令も書きかえられるべきことはいう童でもない。そこでここでは，統計法の

主内容となっている折定統計制度をめぐって主として論じることにとどめる。

をず統計法の成立経過をかえりみると，「制度改善委」の答申（１９４６年１０月２１日）
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が，統計基本法制定の必要をうたった。これをうけて経済安定本部事務レベルで各省との検討

が開始され，統計委員会発足後，委員会において４６年１２月末からとくに４７年１月を通じ

て集中的に検討され，幾次もの統計法要綱案力書きかえられた。委員会の審議は１月３１日に

終った。成立した統計法は，とくに「行政管理庁長官が指定し，その旨を公示した統計」とし

て「指定統計」を設け，指定統計調査については，人．または法人に申告義務を課すことの他，

秘密保護等各種の規定を設けて，統計調査の円滑な実施に意を払う一方で，指定統計の認定を

受けるためには，あらかじめ調査内容に関して行政管理庁の承認をうろことが必要であるとし，

ここに行政管理庁の統計調整機能への発揮の場を期待したのである。統計法の制定過程の論議

の焦点は，統計委員会の権限をめぐっていたが，との指定統計については当初は「重要統計」

とうたわれていた。すたわち「制度改善委」答申において「とくに重要統計調査の計画の統計

委員会による審査と，調査に対する国民の申告義務を規定する外…･･･」とのべ，統計委員会で

も「重要統計」として，法案要綱にはその範囲をも規定しようとしていた。１月１０日事務局

案では「人口，産業，金融，労働等国勢に関する」もの，１月２０日事務局案では「人口，産

業，金融，労働等に関し，国民生活にとって重要な統計で，統計委員会において，指定し，公

示したもの」であった。これに対しスタップ氏か，この定義は狭すぎること，具体的に範囲を

規定するより統計委員会に判断をゆだねる方がよいこと等の意見を表明し，１月２７日事務局

案が，とくに範囲を規定しないものとし現行法の規定に近づいてたのであった。しかし統計委

員会の権限がおさえられ，後にその磯能'が行政管理庁に移されて今日にいたる経過の中では，

この指定統計制度について，指定番号か体系化されていないこと，日本銀行や公社などの作成

する統計がふくまれていないこと，二義統計が指定統計とたっていないとと等によって，統計

体系の整備に充分左効果をあげていないとの批判・指摘がある（三潴信邦，「指定統計制度の

問題点」，「統計学」Ｎｕｌ５，「統計」１９７３年４月号）。統計法はさらに第８条で，指定統

計誌査以外の統計調査について，その調査の内容を行政管理庁に屈けるべきことをうたった。

これが「届け出統計」である。のちに統計報告調整法（「報調法」）が成立して，との８条は

「報調法」による承認をえた統計については適用外とされた。届け出統計に該当するものは何

かについては「届け出を要する統計調査の範囲に関する政令」か定められているが，これは統

計作成を目的とした一義統計であり，業務統計等はふくまれていない。そこで，国の行政機関

か求める報告で，その全部又は－部が統計を作成するために用いられるものという規定によっ

て，業務的統計についても行政管理庁の承認を必要とする「報調法」が用意されたのであった。

しかしヒヒでも届け出統計と報告統計との内容的違いの不明確なこと，法適用上のアンバラン

スか生じることの指摘があり，両法規の関係の検討さらには両法の統一を考慮せよという主張

〃
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６ある（松田『統計法の解説』．三潴，前掲論文，杠文吉「現行『統計法』を再考する」，

『統計』１９７３年４月号）。そして統計法のその他の条項もそれぞれ再考されるべき諸点を

ふくむことを杠文吉氏が指摘している（杠文吉，前掲論文）。

(4)統計職員の地位統計職員としては中央の統計機構における，統計調整機関（行政管理庁

統計主幹）の職員と中央各省庁の統計職員，地方機構（都道府県，市町村）の専任統計職員，

兼務統計職員（常勤），そして統計読査の際に，調査票の配布・回収を担う統計調査員（殆ん

どが臨時雇い）がある。１９７３年４月１日現在で職員数をみれば，中央官庁では１４，８４１

人（うち農林省１０，４１１人，総理府統計局２，２５６人，行政管理庁４６人），都道府県統計職

員は中央からの委託費による定数が3,043人，これに県費職員等が加わり実数は３，１００人，

市町村においては，４５年３月１日現在の数字であるが〆合計９，９３９人，うち市か３，６４１

人，町村が５，８２８人である。さらに統計調査員数はセンサス等の行なわれる年であるか否か

によるのだが，７０年－８５万人，７１年－２６万人，７２年－４５万人，７３年－４０万人

である（『統計基準年報』４８年度版，４４年度版）さて，ここでの問藷は，これら統計職員

や統計調査員とが，その聯務を創意をもって充分に果すべく地位と条件が保障されているかで

ある。これについては，既に述べた「調査環境の悪化」の諸要因，中央と地方の省庁における

統計部局の統計についての認識，さらに業務量と定員数，労働条件等多くの問題がからむ。こ

こではまず統計職員についての地位にふれよう。「制度改善委」の答申は「統計関係職員及び

統計諾査員の任命，委嘱について必要たる資格及び義務，権限を定める」こと，「統計関係職

員及び統計調査員の待遇を改善し，優秀たる者に対して褒賞を行う」ことをうたっている。こ

れをうけて統計法は制定当時第１０条で指定統計調査に従事する職員について統計官であるこ

とかまた特別資格を要することをうたい，その詳細を統計法施行令に定め，また１１条で「その

意に反して，その職務を免ぜられ，又は他の職務に転せしめられた場合には統計委員会にその

事情を述べることができる」としていた。現行の統計法第１ｏ条は，中央に「統計官」，地方

に「統計主事」の配置を前提し，その資格についての規定を列挙している。とはいえ，その資

格は必ずしも厳密ではない。さらに統計職員の不利益処分に関する規定についても，「公務員

法」の優先適用によってその存在意塾を失なっているとの解釈もあり，統計職員に特定したも

のではなくなっている（松田，前掲書）。我が国においては，統計職員の資格，地位について

の問題は顕著には発生していたいのだが，統計の民主的改革をめざすときには問題に左ろ可能

性をもつ。また，アメリカの滅邦統計の中立性侵害という事態をめぐって，その是正措置を提

起するにいたった１９７３年４月の「述邦統計の純潔に関する委員会」報告は専門家としての

や
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素養を統計家に豊求するなど注目されてよい（鮒ＴｈｅＡｍｅ「ｉｃａｎＳｔａｔｉｓｔｉｃｉａｍ

Ａｐｒｉｌ，１９７３）。

一方統計調査員については「制度改善委」答申を統計法制定過程を通じて，大きくはとりあ

げられたかった。統計法は第１２条で「指定統計調査のために必要があるときは，統計調査員

を置くことができる。統計調査員に関する事項は，命令でこれを定める」としている。統計調

査員の位置づけに関する法的規定・解釈には一定の変遷があった。それは国の統計調査が地方

自治体に委任されており，調査員が非常勤であるという特殊蔵条件の下で，任命者は誰か，統

計調査業務は国の業務か地方の業務か,給与の支払義務者は誰かと関連して,国家ih務員か

地方公務員ｶﾕの身分か問題とたり，さらに調査員の選任難のなかで，調査員の位置づけの不平

等を解消し，かつ給与・労働条件を実質的に向上させる方向での法的規定・解釈が求められて

いたからである。そして現在の規定・解釈の主な点は次のとおりである。すなわち，国か地方

に委託する統計調査の調査員についての任命権者は地方自治体の長である，調査員は地方公務

員の特別職である。特別職であることによって，公務員についての制限（政治的行為の禁止，

私企業への関与禁止）を免れる。調査員が国家公務員である場合（国勢調査の場合には従来か

らの慣例によって総理大臣が任命）には，一般職でありながら，その特殊性を考慮して，同じ

く公務員についての制|堰を免れている。また調査員に対する給与については，明確な規定がた

く，このため実費弁償とする考えかあったが，調査員の労働に対して使用者か支払う対償であ

るとされている。さらに調査員に対して市町村長を通じて手当が支給されている場合について

は，法律の規定の有無にかかわらず，都道府県知事から調査員手当の支払い事務を委託されて

いると解するものとされている。

さて，統計調査員の労働条件の改善等に関しては，行政管理官の「統計調査員に関する制度

の改善について」という諮問（１９６０年１０月）に対し，統計審議会が，統計整備部会と統

計調査員部会における検討を基礎に，第１次（１９６２年１０月），第２次（１９６４年７月），

第３次（１９６８年），第４次（１９６９年８月）の答申として提出した改善案とその

実施を軸として進められてきている。その中心は何といっても調査員手当の増額であり，その

他，調査員手当の免税，公務災害補償制度，交通費等実費支給，既にふれた身分の統一，統計

調査員の登録制度の推進等がある。との間，行政管理庁によって統計調査員実態調査が行なわ

れ，また統計調査員確保対策事業がやはり行政管理庁によってうちだされている。とくに最近

の統計調査員対策は，全国統計大会や統計協会連合会あるいは地方の統計主管課員を集めた連

絡会や会議において，とりわけ強く要求が提出されるようにたってきているという事態が大き

な力として働いていることはいう雀でもない。

ａ
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統計調査員の地位及び各種政策は以上のとおりであるか，これらによって，統計調査員の

獲得とその熱心な活動が期待されるかというとそうではない。一つには，調査員問題は我が国

統計制度の改革（民主化，住民への密着等）をぬきにはできないからであり，二つには，本項

で述べた諸政策に限ったとしても，調査員手当の額はいぜんとして低いし，増額か（公務員給

与と）スライドされることにはなってＷｉｔいし，実費支給も国庫支出として充分に補償される

までにはいたっていたいからである。統計調査員の要求とその充足のための諸策も，かなりの

ところ雀で諸方面から提出されている現今，これらに注目し，充分汲み上げることか必要であ

ろう。

(5)統計予算統計体系の整備・充実のための現実的保証として最も重要なものか，統計に関

する予算の大きさとその配分である．いいかえると統計予算が統計活動を充足するにいたる大

きさか否か，さた予算の編成過程に統計調整機関の意向がどのように反映することになってい

るかである。このうち予算編成へのかかわりの問題に関しては，「桁I度改善委」において，先

ず一定の論議かあった。す左わち，そこでは，統計の改善のためには予算処理が伴友わなけれ

ばなら左いととが前提され，統計委員会がこれにどうかかわるべきかがとりあげられた。しか

し大蔵省の予算編成権を前提しての論議は結局，予算への統計委員会の影響力を行使しうるた

めに政治力か必要でありそのために統計委員会の所属をどうすべきかに収散した。ヒヒでは，

既にみたとおり中央統計機構を分散的なものにするとする大勢か背景にたっている。そして統

計委員会自体も企画機能などを持ちうるにいたらなかった結果は，大蔵省主計局との協力であ

り，（１）委員会か統計予算の分析をする，（１）各省共通の経費の基準単価を作成し，大蔵省の

予算審査資料とする，(Iil）各省からの主計局への予算請求と同時に統計委員会へ統計予算の提

出を求め，これについて優先順位を付した意見書を作成し，主計局の参考資料とする等か具体

的方策であった。しかし，統計予算自体が業務統計作成に関しては，統計作成予算として分離

して計算することに大きな困難をもち，また統計委員会の意見か予算圧縮に利用されてしまう

という各省のとらえ方かあり，予算作成過程への協力の効果については評価がわかれる。１５

年前の言ではあるが，統計委員会事務局長と統計基準局長をつとめた美濃部亮吉氏の次の指摘

にある事態,「大蔵省の官僚主義にも悩雀された。新しい仕事には，よいとわかっていてもなか

なか予算をつけてくれたい。いったん予算をつけてしさうと，その蚕を毎年ずるずるとつけて

しまう。わるい予算をけずって，その分だけ新しいよい予算につけてくれといっても決して認

めてくれない。これでは，統計を改善しようとしても，手も足も出ないととにたる」（美濃部

『統計におけるしんじつとぎ在ん』Ｐ､４），これか充分克服されたといえるか否か，研究を要

●
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するところであろう。なお統計予算の成立過程への統計調整機関の関与に関しては，同じく分

散型をとり，ある意味では日本が大き左参考としたアメリカの統計制度において事態が大きく

ちがうことがある。すなわちアメリカでは大統領が予算を作成することになっており，大蔵省

とは別に大統領直轄の予算局がある。との予算局の中に「統計基準局」（Ｄｉｖｉｓｉｏｎｏｆ

ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓａｎｄｓｔａｎｄａｎ。）があり，したかって，統計調整機関が予算編成権を

掌握するという形になっている。アメリカのこの形態は過去にも，参照され討議されているが，

今後の検討にあたっても注目してよい。

一方，統計予算の大きさについてはどうか。業務統計作成における費用をも一般の行政費用

から分離して，統計費用として計算することは困難であり，行なわれていたい。また統計関係

費用として明示されている場合でも，予算と決算がちかい，決算資料は明示されていないこと，

中央統計機構から市町村にいたる総括的資料も乏しい。この点からも統計予算の分析が必要と

なる。とはいえ，第２次大戦後しばらくの間，わが国の統計予算か，総予算に対する妬からみ

て，他国に比して低めであること，絶対額の年次的伸びが相対的に低いことが指摘されていた。

もちろん，統計予算は，その額の大きさとともに，その質的内容に注意が払われる必要がある。

この点からみれば，近年では，電算機利用や産業連関表作成などの国民経済計算研究への速や

かな予算付与が注目される。しかし，既にふれた地方統計活動での超過負担現象や，部分的に

改善かみられるとはいえ，なお，たとえばサービス業，中小零細企業，出稼ぎ，国民福祉をど

の分野等での統計の空白，手薄をかんがみれば，統計予算の全体としての不足は指摘できると

`思われる－

２

(6)團除統計活動第２次大戦後，統計活動の国際的連けいは，国際連合とＤＣやＯＥＯＤ等

の地域機構における統計活動の活発化によってかつてなく強化され，国際標準分類の制定と各

国での採用，国民所得統計を中心とする国民経鵠計算体系の研究推進と各国での作成，各種統

計技術の開発旗ど,各国の統計活動に深い影響を与史,震た統計の国際比較可能性も拡大して

十

きている。このうち国連は，国

経済社会理事会の下にある各地

会理事会の統計委員会を中心として，同じく

の統計家会議一ＥＯＢの下の欧州統計家会奇薯二員会RlTl震

議，ＥＯＡＦＩＤ（現ＥＳＣＡＰ）の下にＥＯＡＦＥ地域統計家会議（→アジア統計家会議→現

アジア統計委員会），ＤＯＡの下にアフリカ統計家会議一と，他方で専門機関（ＩＬＯ，Ｆ

ＡＯ，ＷＨＯ等）毎の統計会議を配置し，定期的あるいは臨時に会議を招集し，これらが相互

に連絡しあうとともに国際統計協会総（ＩＳＩ）会等とも連けいする形にだっている。

このような国際統計活動と我が国とのかかわりについて『行政管理庁二十五年史』（１９７３

－２６－



年）は，敗戦後，１９５２年の講和条約発効をでを，「ライス統計使節団をはじめとする総司

令部の招へいした国外統計専門家の指導と助言によって，荒廃したわが国の統計の再建を図ろ

期間」とし，講和条約後約１０年間を「わが国の統計を国際統計の中に組み入れるための努力

を重ねた期間」とし，１９６１年の国際連合統計委員会理事国にわが国が選出されたことを契

機とし，以後を「国際的寄与」の時期とみている。国際統計活動への我が国の統計の関与の側

面のみからみれば，戦後の時期区としてひと注ず採用できよう。上の時期区分をそれぞれＩ，

Ⅱ，Ⅲ期とかりに名付けるとすれば，第１期は，国内の統計制度再建がさしあたりの課題であ

り，ほぼアメリカの指導を通じて国際統計とのかかわりをもつにとどまった。国際的統計会議

へは，ＩＳＩ第２６回総会に１９４９年から，エカフェ地域統計家会議の第１回会議以降参加

しているが，との時期には日本の事情を紹介し，外国の事情を見聞するものであった。第Ⅱ期

に入ると「経済統計に関する国際条約」を批准し，国連に参加するところとだって，貿易統計

等いくつかの統計を発表する義務を負い，また国際的諸活動に協力する義務を負った。この間

１９６０年に国際統計協会第３２回総会，１９６１年に第４回アジア統計家会議が日本で開催

され，各種国際会議への参加も1恒常的となり，とくに「後進性の強いエカフェ域内諸国の綜計

の発展について主導的な役割を果たすことになった」と称されている（前掲書）。続いて第Ⅲ

期，すなわち１９６０年代から１９７０年代にかけてであるが，との期は，国際統計諾機構と

の接触をより密にしながら，国連統計委員会理事国への選出，ＯＥＣＤ加盟，アジア統計研修

所の東京誘致等にみられるように「わが国は国際統計の水準を高める役割をになうことにたっ

た」と称されている。とはいえ，こういった我が国の国際的統計活動も玄た充分に研究される

べきであろう。戦後，破壊の中からアメリカの繭てこ入れ，，の下に，先進国の技術導入等によ

り，急速な経済回復・縫済発展をとげたわが国は，インフレ，公害や福祉の立ち遅れを国内に

持ちながら『アジア諸国への縫済進出を強化している。もとより経済発展と統計活動を同列視

するわけにはいかないがわが国の統計活動の水準といわれるものも，アメリカの指導の下に

先進諸国の行政に対応する統計づくりを中心に達成されたものであり，既にふれたとおり，民

主化の視角からみた場合など検討すべきいくつもの問題をもっている点では似た事情にあると

いえ蚕いか。統計技術等においてはもとより，各国に普及すべき多くの点，我が国が協力すべ

き点もあろうが，国民からの政府統計への不信を招来したいような統計活動の在り方とその発

展にむけて，我が国が果して主導的な役割を担いうるのかについては充分反省・再検討の余地

を残していると思えるからである。

▽

□
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(7)統計教育一般的には統計教育としては，学校教育（初等，中等，高等）における統，

計教育，社会教育における統計教育，さらに統計関係職員と調査員の養成ないしは訓練教育

（これは上に見たとおり，統計活動が国際化した下では，国内教育と国際教育とにわかれる）

の各分野と，それから各々の連関ないし全体としてのバランスが問題となりうる。統計制度再

建過程においては，統計教育に関して，ライス氏が単に統計職員のみならず学校教育をふくめ

ての統計教育の必要性を強調したのか記憶されるか，学校教育ないし社会教育については文部

省の管轄とされ，統計委員会等統計機関は主として統計職員教育をおしすすめるにとど注った゜

既にみた統計職員の統計官，統計主事の資格として統計委員会（後に行政管理庁長官）か指定

した統計職員養成機関または統計講習会の課程を修了するととを－つとしてうたっている。と

の養成機関として，総理府統計職員養成所と文部省統計数理研究所附属統計技術員講習所とか

現在磁能しており，この他，資格付与統計講習会，地方統計職員業務研修が実施されている。

これら職員研修教育は，これまでのわが国の統計活動の担い手を育てるうえでは多くの貢献が

あったといえよう。しかし，今日の圭う左，統計制度が多くの問題をかかえて，現状の延長の

下では希望をもらえない段階で，統計の民主化等の方策を創造することに資する教育となって

いるかどうか，やはり再検討を要すると思われる。これとともに，学校教育について一言すれ

ば，やはり，戦後の統計教育は，政府統計の所在とそのみ方を知らず統計制度の実情に無関心

・無知左者を育てるだけの統計数学偏重の傾向をもっていたことを否め左いであろう。これが

統計教育の在り方をめぐって再三，論議がむしかえされざるをえない根本の要因であり，また

統計制度の危機の中で，その打開策を容易に見出しえないでいる－つの理由でもあるように見

受けられる。ここでも再検討か必要といえるのではある奮いか。

●
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＜海外統計事情・文献紹介＞

国際連合諸機関の統計業務について

Ｗ、Ｒ、レオナルド

【訳者注；

これは１９５２年１０月１３日から１１月６日にかけてカナダのオタワとニューヨークの国

連本部において，国連諸機関とカナダ政府によって催された『統計組織に関する国連国際セミ

ナー」（ＴｈｅＵｎｉｔｅｄＮａｔｉｏｎｓｌｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａＩＳｅｍｉｎａｒｏｎＳｔａｔｉ－

ｓｔｉｃａＩＯｒｇａｎｉｚａｔｉ。、）の際に「国際的統計体系の機構」という－テーマの下に

参加したＷ､Ｒ・レオナルドの報告の要約である。このセミナーは各国統計桁{陵の実情報告等を

ふくめて総括的な論点もふくみ統計制度をめぐっての国際的討議としては，第二次大戦後（し

たがって歴史上），最大規模のものであり，したがって，多くの興味ある報告を集めている

（行政管理庁『統計情報』Ｖｏｌ、１．Ⅲｈ6,8,Ｖo１．２．ｌｂ１.他に紹介あり）。ここではそのうちか

ら国連の統計機構にふれた報告を紹介することにした。今日，統計活動の領域での国際的な結

びつきは，国連を中心にして，かってたく強化されている。国連諸機関における統計活動の相

互関係は，予備知識をもたぬ者にとっては，複雑なものとうつる。との点についての解説的目

録も最近出された（ＵｎｉｔｅｄＮａｔｉｏｍ８ｔａｔｉｓｔｉｃａＩＯｆｆｉｃｅ，碗Ｄｉｒｅｃｔ－

ｏｒｙｏｆｌｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｔａｔｉｓｔｉｃｓ，，，Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌｐａｐｅｒｓ，Ｓｅｒｉｅｓ，Ｍ,Ｎａ、

５６，１９７５，ＰＰ、２９６）bしているか，ここに紹介する報告は，二枚の図によって大変簡

潔な説明を与えている点で，便利である。ただしこの報告は１９５２年のものであり，国連の機

構にその後いくつかの変化かあったことは念頭においていただきたい。そのうちの若干につい

ては訳注で指摘しておいた。なお「国際的統計体系の機構」というテーマの下では，このほかＨ

Ｏａｍｐｉｏｎの「国連統計委員会について」，８．Ａ・Ｒｉｃｅの「国際統計協会について」と

いう報告かあり，これらにもとづく討論かあった｡ここで翻訳紹介する原文の出所は次のとおり。

ＵｎｉｔｅｄＮａｔｉｏｎｓ，ＳｔａｔｉｓｔｉｃａｌＰａｐｅｒｓ・ＳｅｒｉｅｓＭ，ｈｈｌ６

ｎＲｅｐｏｒｔａｎｄＰｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅＵｎｉｔｅｄＮａｔｉｏｎｓｌｎｔｅｍａｔｉ－

ｏｎａｌＳｅｍｉｎａｒｏｎＳｔａｔｉｓｔｉｃａｌＯｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ”，１９５３．ＰＰ、３６

～４１．なお原文における図の解説上の誤りと考えられる部分は正しておいた。】

⑰

－２９－
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次の三つの図の描写と説明が講演の柱となっている。

(1)国際連合の諸機関

(2)国家統計の国際的な流通一一

(3)比較可能性の増大

図１．国際連合の諸機関（との図は総会を示す大きな円から外側にむけて読在れるべきもの
（１）

である）。国際連合への参加６０カ国は年に一度，一国の議会に類似している総会（Ｇｅｎｅｒａｌ

Ａｓｓｅｍｂｌｙ）において顔を合わせる。さらに「理事会」（Ｏｏｕｎｃｉｌｓ）と呼ばれる三つの

大きな主要部分がある。その第一は安全保障理事会（ＳｅｃｕｒｉｔｙＯｏｕｎｃｉｌ）であり，い

かたるときにも招集されうる状態であり，継続して開会状態にある。第二は信託統治理事会

（ＴｒｕｓｔｅｅｓｈｉｐＯｏｕｎｃｉｌ）であり，第三は経済社会理事会（Ｅｃｏｎｏｍｉｃａｎｄｓｏ－

ｃｉａｌＣｏｕｎｃｉｌ）である。経済社会理事会は統計委員会（ＳｔａｔｉｓｔｉｃａｌＯｏｍｉｓｓｉ－

ｏｎ）をふくむ諸委員会から勧告を受ける。各種の委員会は図の右側にかかげられている。

事務局（Ｓｅｃｒｅｔａｒｉａｔ）に対応する長方形とそれをつたく．線は，事務局が上述のすべて
（２）

の理事会と委員会のために働いていることを示す。三つの地域経済委員会は，地理的には，ジュ

ネーブ（ヨーロッパ経済委員会），チリのサンチャゴ（ラテンアメリカ経済委員会），バンコッ

ク（極東経済委員会）にある。これら委員会はもちろん，自らの事務局をもち，そのメンペーは，

それら地域の諸国によって構成されている。これら委員会はすべて，経済社会理事会に報告を行

なう,

以上述べた組織の他に，国連にはいくつかの「専門機関」（ｓｐｅｃｉａｌｉｚｅｄａｇｅｎｃｉｅｓ）

があり〆その各々が理事会（ｇｏｖｅｒｎｉｎｇｂｏｄｙ）とそのメンバー国をもつ。図１の下方に
（３）

専門機関の名を歴史｣順にたらべてある。専門機関は，その名称で一般的にあらわされる分野にお

いて国際活動に責任を負っている。図は専門機関もまた経済社会理事会と関係していることを示

している。専門機関は年次報告を作り，経済社会理事会はこれを吟味して，種々の問題に関し

て専門諸機関に勧告を行なう。

。

％

＝

－３０－
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図2．各国統計の国際的流通（との図は中央から左と右の外側にむけて読玄れるべきもので

ある）。これは，各国の統計局からの統計の流れについて，左側は国連の統計局（ｓｔａｔｉｓｔｉ－

ｃａｌＯｆｆｉｃｅｏｆｔｈｅＵｎｉｔｅｄＮａｔｉｏｎｓ）に向けて，右側は専門機関に向けて，

それぞれ示す。流れの性格が図解されたとおりではない例外や外辺分野もある。

国連統計局は，統計を収集し，公表する際に国連の参加諸国と大量の，かつ継続的な通信をお

こしている。統計局は，受け取った統計の大部分を公表しているが，部分的には単に専門機関に

移送するだけのこともある。専門機関は自らの主題についての一定の統計を次々と統計局に提供

する。例えば，統計局が発表するすべての労働統計と生計費指数は，ＩＬＯから受けとったもの

である。統計局は資料を順次ＩＬＯに提供する。このやりとｂは，図の下方の二方向への水平を

実線矢印によって示されている。

最終的には，国連とその専門機関の刊行物は参加国に送られる。との点が図の－番下の点線の

流れによってあらわされている。

統計局は，公けの各国統計だけを公表するという厳格な方針をとっている。ということは，公

式の各国統計に関して，特定の統計系列のいくつかの例については統計を改肪ろとと力望在しい

と考えられたとしても，それを改めないということである。国連が種々の国から受けとったデー

タに基いて，いくつかの統計系列を発表していることはさらに詳しく述べられてよい。たとえば，

生産の世界指数を統計局の作った推定値から作成することが企図されたが，特定諸国に関する推

定値は，同一の方法においては示されていたい。

上にふれた三つの地域経済委員会は自らのイニシャティブで発表し，次いで統計局と意見を交

換している。それらは，問題によって，特に地域的に重要な問題については，統計局よりも詳細

である。たとえば，ＥＯＢは石炭，鉄鋼，材木については詳細な情報を持っている。委員会はま

た特定目的のために特別を調査を指導する。

「日々の作業上の協力」という句は，統計局と専門機関との間，統計局と種々の専門機関と地

域委員会との間の接触の性格を述べるのにしばしば用いられた。特別な例もあった。ラテンアメ

リカ経済委員会の事務局と汎米協会の事務局とか，外国貿易の収集における現在の重複について

討議するために，ニューヨークにおいて１２月に会合するのである。

公式の機構は統計問題に関する諮問委員会である。専門機関はニューヨーク，ローマ，

モントリオール他世界中に立地している。最も広い意味での協力は統計委員会自身によって用意

されるのであるが，統計委員会は専門機関に対しては命令する権限をもたない。専門機関は統計

委員会に出席する。統計委員会のすぐれたメンバーは自ら影響力をもつ。統計委員会の１５人の

メンバーのうち，１ｏ人の専門家は，各国の統計機関の長である。彼らの勧告は注意するにあた

フ
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い
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↑
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いするものであったし，委員会の仕事は，技術的分野において国際連合の最も成功している活動

の一つである。
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図３．比較可能性の増大

統計の国際比較可能性は，統計の交換と統計局による最終的左公表の結果として自然に

増大している。しかしながら，特定の手続が開発されており，これが，図の番号付きの矢印で説

明されている。統計局に対する統計委員会からの最初の要求によって特別論文が用意される。統

計局は主題によって自らのスタッフを使うか，あるいは専門グループあるいは専門機関に依頼す

る。そして，提議草案（ｄｒａｆｔｐｒｏｐｏｓａｌ）（矢印２）が各国政府の統計局に送付され，
￣

そこから修正が提出される（矢印３）。後者のかをりけんちよ左例としては，卸売物価指数に関

する提議の場合にスカンヂナヴィア諸国か全く新しい提案を示したことかある。各国政府から

受けとった評価に照らして，提議か再度ねりあげられたのちにそれは統計委員会に送付され

る（矢印４）。この提議を統計委員会が否認して，さらに検討するために返還されることもあり

うる。しかし，もしそれが，統計委員会の承認するところとなれば，最終案が経済社会理事会に

対して作成され（矢印５），経済社会理事会は，その勧告を各国政府に伝達する。

統計局とこれらの専門機関に関してその他の重要な機能として述べておくべき点は，各国統計

の改善である。との点では，比較可能性の増大か重要左役割を果してい〆･資料の収集，検討そ

して分析がとの目的に対して大きく貢献している。技術援助部を通じて，専門的コンサルタント

力轌定国の求めに応じて用意される。しかし，それら専門家は求めがあったときにだけ用意され

る。技術センターや会議は，国家レベル，地域レベル，国際的レベルで組織される。専門家を選

ぶときにも，そのよう左訓練センターや会議を組織するときにも，統計局は国際連合の技術援助

部と密着してことを運ぶ。既にヨーロッパで会議が二回開催され，次が１９５３年に予定されて

おり，他方バンコックでも二回の会議が開かれ，次の会議か１９５４年に予定されている。いず
（３）

れも標準の提案のための作業であった。

ヤ

●

別

訳註

(1)１９７５年１月１日現在の国連参加国数は，１３８カ国

(2)地域経済委員会は現在とのほかアフリカ経済委員会（アヂスァベパ），西アジア経済委員会

（ベイルート）がある。漆た極東経済委員会はアジア経済委員会（Ｂ(ｊＡＦＢ）を経て，１９７４

年９月からアジア太平洋経済社会委員会（IBSＯＡＰ）と改称されている。これらのうちヨー

ロッパ，アジア，アフリカの各地域経済委員会は統計に関する会議体として，それぞれ，ヨー

ロッパ統計家会議，アジア統計委員会，アフリカ統計家会議を定期的に開催している。

－３４－



(3)１９７５年現在の専門機関は参考図に示されているとおり，１４とたっている。レオナルド

の図１と比較するとＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＴｒａｄｅＯｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎがおちており，新た

にＩＤＡ（ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＤｅｖｅＩｏｐｍｅｎｔＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）＜１９６０年設

立＞，ｌＦＯ（ＩｎｔｅｍａｔｉｏｎａｌＦｉｎａｎｃｅＯｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）＜１９５６年設立，

１９５７年国連専門機関となる＞，ＷＩＰＯ（ＷｏｒｌｄＩｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌＰｒｏｐｅｒｔｙ

ＯｒＲａｎｉｚａｔｉｏｎ）＜１９６７年にＢＩＲＰＩを継承して設立，１９７４年専門機関にな

る＞が専門機関となった。

(4)それぞれ第１回から第３回までのヨーロッパ統計家会議と，アジア統計委員会（１９７４年

～）の前身であるアジア銃計家会議（１９５７年～）の，その雀た前身であるエカフエ地域統

計家会議第１回（１９５１年），第２１口I（１９５２年），第３回をさすと考えられる。
６
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